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③今回の計画の検討にあたっては、岩倉峡の開削は当面実施しないことを前提として、

狭窄部上流域については、既往最大規模の洪水を対象として浸水被害を軽減することを

目標としました。 

 

④既往最大規模の洪水の考え方として、 

 イ)既往実績降雨が、同じ降雨分布（空間、時間分布）でいま降った場合に

発生が想定される最大洪水量 

 ロ)既往実績降雨の中の最大雨量が、既往の様々な降雨分布（空間、時間分

布）でいま降った場合に発生が想定される最大洪水量 

  の２つが考えられます。 

 

⑤イ)の考え方の場合、上野遊水地の越流構造の見直し、河道掘削及び遊水地１箇所の増

設を行えば、既往実績降雨と同じ降雨が発生した場合に床上浸水被害を回避することが

できます。しかし、これらの対策だけでは、既往実績降雨と同じ雨量でも降雨分布が異

なれば床上浸水被害が生じる可能性があり、計画としては不十分であると考えられます。

また、これらの対策による治水効果は、従来計画で実施することとして位置づけられて

きた上野遊水地の整備、河道掘削及び川上ダムの建設による効果に比べて小さなもので

あり、結果的にこれまで地域の目標としてきた治水安全度のレベルを確保できなくなり、

地域の理解は得られないと考えます。 

 

〇対象洪水 

 昭和２８年以降の島ヶ原地点における流出計算結果の上位１０洪水を表１に示します。 

既往実績降雨が、同じ降雨分布（空間、時間分布）でいま降った場合に発生が想定される最大

洪水量は昭和２８年１３号台風の島ヶ原流域２日雨量 299mm が 3,050m3/s と最大になります。 

 

              表１ 代表１０洪水一覧 

島ヶ原流域平均 島ヶ原地点  

2 日実績  最大流量(m3/s)  

 

洪水名 

雨量(mm) （流出計算結果） 

昭和 28 年 8 月豪雨(531) 192 2,040 

昭和 28 年 13 号台風(5313) 299 3,050 

昭和 34 年 15 号台風(5915) 312 2,520 

昭和 36 年 10 号豪雨(1028) 280 2,550 

昭和 37 年 14 号台風(6214) 220 1,950 

昭和 40 年 24 号台風(6524) 205 2,160 

昭和 47 年 20 号台風(7220) 198 2,050 

昭和 57 年 10 号台風(8210) 319 2,140 

平成 2 年 19 号台風(9019) 204 2,120 

平成 6 年 26 号台風(9426) 206 2,000 
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〇ダムを除く治水対策案としては、以下の案について検討しました。 

  ①上野遊水地掘削案  

 ②新設遊水地案 

 ③新設遊水地掘削案 

 ④-Ａ 水田活用案 

 ④-Ｂ 休耕田活用案 

 ⑤ため池活用案 

 ⑥その他の流域活用案（⑥-1校庭貯留案、⑥-2雨水浸透ます案） 

 ⑦-Ａ放水路１案(390ｍ3/S 放流) 

⑦-Ｂ放水路１案(195ｍ3/S 放流) 

 

〇対策案について、次の方法で検討評価をしました。 

①各対策案の７項目評価 

  １．効果（単独でどの程度効果があるか 

  ２．環境への影響 

  ３．施設管理者および地権者の協力 

  ４．用地取得の見通しを含む工期 

  ５．産業活動への影響 

  ６．維持管理 

  ７．コスト 

 ②上記案のうち有効かつ実施の可能性がある対策案を組み合わせて浸水被害が解消できるかを

検討しました。 

③各案を組み合わせても解消できない場合、ダムを含めて解消できる組み合わせを検討しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ロ)の考え方による場合、施策の効果、確実性、コスト等を踏まえてダムを除く様々な

対策案を検討した結果、上野遊水地の掘削、新設遊水地の整備が有効ですが、これらの

施設だけで床上浸水被害の解消はできず、さらに被害軽減を図るためには川上ダムの建

設が必要となります。 
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（３）利水 

①従来計画の川上ダムの利水者は、三重県、奈良県及び西宮市の三者です。各利水者の

ダムへの今後の参画については、現時点では確定していませんが、個別にヒアリングを

行ったところ、以下の方向であると聞いています。 

②三重県は、将来の水需要を見直し、参画量は減少するものの、川上ダムへの利水参画

は継続する方向です。奈良県は、将来推計人口の大幅な下方修正を受けて、水需要を見

直し、撤退する方向です。西宮市は、将来の水需要の見通しは未確定ですが、将来の水

需要の見直しあるいは利水者間での転用により、撤退する可能性も含めて検討していま

す。 

③このため、三重県は減量、奈良県は撤退の見込みであり、西宮市は撤退の可能性を含

めて関係者との協議を進めていきます。 

 

 

（４）環境への影響 

①川上ダムによる環境への影響としては、ダム貯水池等の水質への影響、ダム

周辺環境への影響、土砂移動の連続性の阻害等が考えられます。 

②これらについては、調査検討を実施するとともに、各種の委員会等で専門

家の意見を伺いその結果をとりまとめました（別添 参考資料２）。 

③川上ダム建設に伴う環境への影響及び影響の軽減策の具体的な手法等につ

いては、より詳細な調査検討を継続して実施していきます。 
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